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平成25年11月11日

速度規制等ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ

速度規制等ワーキンググループ検討結果（案）

事務局から議論の前提とするため、速度管理の必要性及び速度規制の現状について

以下のとおり説明を受けた。

第１ 速度管理の必要性

１ 交通事故の発生状況

交通事故と速度の関係については、以下の特徴が認められる。

・ 法令違反別交通死亡事故件数について、最高速度違反によるもの

は６番目であるが、死亡事故率が高い（資料１、２）

・ 危険認知速度別交通事故件数について、危険認知速度50㎞/h超の

交通事故は大きく減少しているが、50㎞/h以下の交通事故の減少は

それに比して少ない（資料３）

・ 年齢層別交通事故件数について、若者の交通事故は大きく減少し

ているが、高齢者の交通事故は増加している（資料４）

・ 年齢層別・危険認知速度別交通事故件数について、危険認知速度

50㎞/h超での若者の交通事故が大きく減少している（資料５）

２ 走行速度と交通事故等の関係

自動車等の走行速度と交通事故の関係については、以下のような研究成果があり、

各国でも速度管理の実務に使われている。

・ 自動車等の制動距離は速度の２乗に比例する（資料６）

・ 衝突時の速度が30㎞/hを超えると歩行者の致死率が上昇する（資料７）

・ 速度が増大すると運転者の視野が狭小化する（資料８）

３ 速度抑制による被害の軽減

平成24年中の第一当事者が原付以上の運転者に係る交通事故件数を基に試算

すると、

発生件数はそのままで、仮に規制速度を超過していた死亡事故1,353件の

すべてで規制速度を超過することがなかったとすれば、その死亡事故率

も下がるため、実際に発生した死亡事故のうち約３割に当たる1,181件は、

被害が軽減され、死亡にまでは至らなかったのではないか

と考えられる。

このことから、速度を抑制することによって被害の軽減が期待できる。（資料９）
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第２ 速度規制の現状

１ 速度規制基準

速度規制については、平成18年度から20年度までの３箇年度をかけて行った

「規制速度決定の在り方に関する調査研究」の結果を基に、一般道路について

は平成21年10月、高速道路については平成22年８月、それぞれ新たな速度規制

基準を策定した。

(1) 一般道路

一般道路については、実勢速度（85パーセンタイル速度）を基に、市街地に

おける交通事故の危険性、中央分離の有無による交通事故の危険性及び歩行者保護の

３つの交通事故抑制の観点を考慮したものとなっている。（資料10、11、12、13）

また、主として地域住民の日常生活に利用される道路（生活道路）につい

ては、歩行者・車両の通行実態や交通事故の発生状況を勘案しつつ、住民、

地方公共団体、道路管理者の意見を十分に踏まえて速度を抑えるべき道路を

選定し、30km/hを原則とするほか、自動車の通行機能を重視した構造の道路

については70km/h又は80km/hを原則とするなど、メリハリのある基準となっ

ている。（資料10）

(2) 高速道路

高速道路については、同じ設計速度区間内でも、余裕を持った線形等の条件

を有した区間があることから、従来よりもきめ細かに速度規制を決定するため、

地点・区間ごとの道路構造要素に着目したものとなっている。

なお、実際に規制速度を決定するに当たっては、前後の区間の道路構造や

交通事故発生状況、渋滞状況等の現地状況についても考慮することとしている。

（資料14）

２ 規制速度の見直し状況等

(1) 一般道路

各都道府県警察では、平成21年度から23年度にかけて、新たな速度規制基準

に基づき、実勢速度等の交通実態や国民の意見を参考に、交通規制の合理性

を点検すべきと考えられる路線を選定し、規制速度の見直しを行った。（資料15）

規制速度を引き上げた路線のうち、125区間について引き上げ前後の実勢

速度の変化を見ると、約72%に当たる90区間で±５km/hを超える変化がなく、

また、約16%に当たる20区間で６km/h以上低下し、合わせて約88%の区間

で実勢速度と規制速度との乖離の改善が見られた。（資料16）
か い り

また、規制速度の見直しを行った1,911区間（3,793km）について、見直し

前後の交通事故の増減を見ると、規制速度を引き上げた区間、引き下げた区間

のいずれも、交通事故が減少し、又は増減のなかった区間が合わせて約７割
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を占めるなど、規制速度の引き上げが直ちに交通事故の増加に結び付くという

傾向は認められなかった。（資料16）

(2) 高速道路

平成22年８月から、新たな速度規制基準に基づき速度規制の見直しを行い、

これまでに79区間（約1,500km）を対象として、そのうち20区間（約300km）

で規制速度の引き上げを実施した。引き続き、国土交通省等の関係機関と連携

しつつ、道路構造の適合に関する個別の検討、道路管理者に対する道路改良

等の働き掛け等を行い速度規制の見直しを推進することとしているが、見直

しに当たっては、振動、騒音等の公害対策に伴う地元住民の意向にも配慮す

る必要がある。（資料17）

第３ 交通事故抑止に資する速度規制等の在り方について

以上を踏まえ、一般道路については、現行の規制基準は、実勢速度に交通

事故抑制の観点を考慮した基準速度を導入するとともに、自動車の通行機能を重視

した構造の道路や生活道路については特別な扱いをするなど、メリハリのある

ものとなっていることや、これまでの見直し結果からは実勢速度と規制速度と

の乖離の改善が認められたことなどから、現行の規制基準に基づいた見直しを

引き続き推進すべきであることを共通認識とした。

他方、高速道路については、現行の規制基準は、個別の道路構造要素に着目

するなど従来よりもきめ細かに決定するものとなっているところであるが、一方

で、高規格の高速道路における速度規制の在り方、通行区分や混在交通の問題

等の検討事項もあることから、一般道路とは別に議論する必要性が認められた。

そこで、これらの共通認識の下、以下の４つの論点について検討を行った。

１ 一般道路における速度規制の見直しの考え方について

(1) 現状と課題

車両の最高速度については、道路交通法第22条第１項において、「車両は、

道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度

を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行して

はならない。」として、法定最高速度及び道路標識等による規制が行われている。

このうち、道路標識等による速度規制の総延長は約24万kmに及ぶ一方で、

平成21年度から23年度の３箇年度をかけた見直しは約１万3,000kmにとどまっ

ていること、見直しに伴う道路標識・標示の設置・撤去に予算が必要となる

ことなどから、優先順位を付けた計画的な取組が課題となっている。

（資料15、18）
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(2) 今後の方向性

ア 一般道路

優先順位を付けた計画的な取組が必要であり、そのためには40㎞/h規制、

50㎞/h規制を中心に実勢速度との乖離が大きい路線を優先的に見直すこと

が考えられるが、

・ 見直し対象の選定に当たっては、交通事故の発生状況も考慮す

べきである

との意見もあり、

○ 40km/h規制、50km/h規制を中心に、交通事故の発生状況等を

勘案しつつ、実勢速度との乖離が大きい路線を優先的に見直しを

行っていくべきである

と考える。

イ 生活道路

生活道路については、その交通安全対策として、現在「ゾーン３０」を

推進中であり、整備した地区における効果検証では交通事故の減少の効果

が認められる（資料19）が、

・ 速度規制の実効性を担保するためには、運転者に明確に分かる

規制に基づき取締りを行う必要がある

・ 日本では生活道路とそれ以外の道路の区分が明確ではない

・ できる限り早期に、市街地における生活道路については低速度化

を図るべきである

・ 将来的な課題として、生活道路において30㎞/hの法定速度を

導入することの可否について検討を行う必要もある

との意見があり、

○ 運転者が分かりやすい面的な低速度規制を更に推進していく

べきである

と考える。

２ 速度管理に関する考え方の国民との共有について

(1) 現状と課題

規制速度の決定に当たっては、速度規制基準に定める基準速度を最大限

尊重しつつ、交通事故発生状況、道路構造、沿道状況等の現場状況に応じた

補正を行い規制速度が決定されているが、これらの補正要因には、道路構造

等の運転者が視覚から得られる情報を基に判断可能なものがある一方で、

住民要望や交通事故の多発、大気汚染・騒音等の運転者が視覚から得られる

情報のみでは判断できないものもある。（資料20）

他方、平成18年度から20年度に実施した調査研究における免許保有者
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を対象としたアンケート結果では、運転者が速度を上げられると感じる場合

や逆に速度を下げる必要があると感じる場合について、「道路の見通し」、

「車線数」、「交通量」等の運転者が視覚から得られる情報を基に判断する

傾向が認められる。（資料21）

このため、運転者が視覚から得られる情報のみでは判断できない理由に

基づき規制速度を下方補正している場合に、規制速度と運転者自身が適切と

判断する速度感覚との間に乖離が生じることが考えられることから、このよう

な場合の下方補正要因の周知が課題となっている。（資料22）

(2) 今後の方向性

速度規制の遵守を国民に求めるに当たっては、視覚から得られる情報のみ

では判断できない理由につき国民に周知することも必要であるが、その前提

として、速度抑制による被害の軽減など、速度管理の必要性について国民

の理解を得ることが重要であり、

○ 規制速度決定の基本的な考え方や、30㎞/h、50㎞/hなどの速度

の具体的な数値が持つ意味、死亡リスク等を国民に伝える必要がある

○ 速度管理の必要性等について具体的に分かりやすく国民に啓発を

図る対策を推進すべきである

と考える。

３ 安全な交通行動への誘導方策について

(1) 現状と課題

生活道路において歩行者等の安全な通行を確保するためには、速度規制や

取締りのみならず、速度を抑制するための様々な取組を行うことも必要である。

(2) 今後の方向性

事務局から、路側帯拡幅・中央線抹消による速度低減（資料23、24）や

エコドライブの実践による交通事故の低減（資料25）についての説明を受け、

またオブザーバーの国土交通省から、ハンプなどの生活道路における物理的

デバイスの効果（資料26）についての説明を受けた。

また、委員から、

・ 交通事故を抑止するためには、生活道路を中心として走行速度

を低減させる必要がある

との意見が多かったことを踏まえて議論した結果、

○ ヘッドアップディスプレイ、デジタルマップ等への速度規制情報の

登載、ＩＴＳの活用、標識標示そのものを見やすくするなど、運転

者が規制速度を十分認識することのできる環境整備が必要である

○ 予算的な制約、地域住民の合意形成、路上駐車に与える影響等

も踏まえつつ、道路管理者と警察が連携して物理的デバイスを設置
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することや、エコドライブを推奨することなど、取締り以外の

手法による速度抑制も図るべき

○ ラウンドアバウトの活用や住民参加型の安全な交通行動への誘

導方策についても検討すべき

と考える。

４ 高速道路の速度規制等について

(1) 規制速度が低く設定されている高速道路の速度規制の在り方

ア 現状と課題

高速道路においては、新たな速度規制基準に基づき速度規制の見直しを

行っているところである。他方、高速道路には、規制速度が低く設定され

ている区間もあり、これらには、騒音、振動等の公害対策を理由としてい

るもののほか、渋滞対策のために路肩を本線車道として利用しているため

に路肩が狭小となっているといった道路構造を理由としているものなどが

あり、それぞれに規制速度を低く設定する必要性が認められる。（資料27）

しかしながら、これらの規制速度が低く設定されている理由については、

国民には分かりにくい場合があり、その結果として、運転者に規制速度の

遵守が徹底されず、高速道路の交通の円滑化を阻害する要因となっている

とも考えられる。

イ 今後の方向性

これまでも、看板の設置による道路上での広報啓発（資料28）が行われ

ているが、特に視覚から得られる情報から判断可能な理由以外の理由で規制

速度を低く設定する必要がある場合には、運転者の規制速度への理解を

促進するとともに、その遵守を図るため、

○ 規制速度を低く設定している理由を運転者に理解しやすくする

ための補助標識の設置や各種媒体による広報啓発

○ 規制速度が低くなる場合における事前予告等の運転者への情

報提供

○ 運転者教育の場における規制速度に関する十分な説明

にも取り組むべきであると考える。

(2) 高規格の高速道路における速度規制の在り方

ア 現状と課題

高規格の高速道路において最高速度を100km/hを超える速度に引き上げ

ることについては、平成18年から３箇年実施された「規制速度決定の在り

方に関する調査研究検討委員会」の報告において、

・ 規制速度が100km/hを上回ると交通事故率が増加する
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・ 事故発生時の危険認知速度が上昇するにつれて、事故の重大性

が増加する

・ 速度差が40km/hを超えると交通事故発生確率が上昇する

・ 免許保有者を対象としたアンケート結果では、約７割が最高

速度100km/hのままでよいと回答している

といったことを理由として、更なる検証が必要であり、直ちに引き上げら

れる状況にはないとされている。（資料29）

他方、現在では、当該調査研究時には開通していなかった新東名高速

道路の一部について供用が開始されており、新東名高速道路は同じ設計

速度の他の道路と比べて、車線等の幅員、最小曲線半径等の道路構造が更に

高規格となっている。（資料30）

最高速度100km/hを引き上げることについての検証に当たっては、これ

らも踏まえて行うことが必要と考えられる。

イ 今後の方向性

新東名高速道路を始めとする高規格の高速道路において最高速度100km/h

を超える速度に引き上げることの是非について検討するに当たっては、

以下の様な事項について調査、検証する必要があると考える。

○ 高齢運転者や初心運転者であっても安全に走行することができ

るかについての検証

○ 検証の対象となる道路の視距、勾配、幅員等の道路構造や交通

事故の発生状況等を踏まえたデータの収集・分析

○ 車両速度の上昇に伴う交通事故の危険性の変化を把握するため

の交通事故の詳細な分析

○ 現在の規制速度に対する国民の意識調査

また、

○ 実際に規制速度の引き上げを行うこととした場合には、検証

結果等を踏まえた統一的な規制基準を策定した上で、個別の道路

について判断していくことが必要

と考える。

この他、委員からは、将来の車両安全技術の進展についても考慮する必要

があるとの指摘があった。

(3) 高速道路における速度の異なる車両の混在交通への対処方策

ア 現状と課題

高速道路上では、大型貨物自動車、普通自動車、軽自動車等の走行速度

の異なる車両が混在することとなる。（資料31）高速道路全体としての

円滑な交通を確保するためには、車両性能等により走行速度の異なる車両
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が走行していることや追越し車線等の適切な利用について運転者が理解

し、交通ルールを遵守することが必要である。

イ 今後の方向性

通行区分に係る交通ルールの遵守の徹底を図るためには、

○ 道路管理者等と連携した広報啓発活動の推進

○ 高速道路を走行する車両の性能等による速度差を踏まえた特定

車両の通行すべき車両通行帯を指定する交通規制の推進

○ 通行帯違反車両の取締りの推進

○ 低速度の車両が追越し車線を走行する状況の改善に向けた運転

者教育の推進

に取り組むべきであると考える。


